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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 22 年 10 月 5 日開催の取締役会において、平成 22 年 10 月 28 日開催予定の第 44

回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

 

記 

 
 
1．変更の理由 

（1） 今後の事業の展開に備えて、事業目的を追加するものであります。 

    現代の農業は、従来型の生産方式に加えて、植物工場による農産物の生産も行われ始め、 

農業の工業化が実現しつつあります。 

 当社といたしましても、アグリビジネス分野への新規参入を模索中であり、その第一歩と 

して建築事業で培った構造物制作のノウハウを活かした植物工場の運営を計画しており、そ 

れに伴う将来的展望として、本事業目的を追加するものであります。 

 

（2）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正

する法律」（平成 16 年法律第 88 号。以下「決済合理化法」といいます。）が平成 21 年 1 月 5

日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）され

ました。これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主及び実質株主名簿に関

する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。 

   なお、現行定款第 8条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第 6条第 1項に

基づき、平成 21 年 1 月 5日の同法の施行日を効力発生日として、定款の定めを廃止する定款

変更の決議をしたものとみなされております。 

 
（3）上記（2）により、現行定款第 8条（株券の発行）を削除することに伴い、現行定款第 9条 

以下を 1条ずつ繰り上げるものであります。 

 

2．変更の内容 

   変更の内容は次のとおりであります。 
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（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現  行  定  款 変    更    案 

（事業目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.～10.  （記載省略） 

（新設） 

 

11.～16. （記載省略） 

 

（株券の発行） 

第 8条 当会社は、全部の種類の株式に係る株

券を発行する。 

 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第 9条 当会社の単元株式数は、全部の種類の

株式につき、100 株とする。 

２． 当会社は、前条の規定に関わらず、単

元未満株式に係る株券を発行しない。た

だし、株式取扱規程に定めるところにつ

いてはこの限りではない。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第 10 条 当会社の株主（実質株主を含む。以

下同じ。）は、その有する単元未満株式

について、次に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 

(1)～(3)  （記載省略） 

 

（株式取扱規程） 

第 11 条      （記載省略） 

 

（株主名簿管理人） 

第 12 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定める。

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び

株券喪失登録簿の作成並びに備置きそ

の他の株主名簿、新株予約権原簿及び

株券喪失登録簿に関する事務は、株主

名簿管理人に委託し、当会社において

はこれを取扱わない。 

 

（無議決権株主） 

第 13 条   （記載省略） 

（事業目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.～10.  （現行どおり） 

 11． 農産物の生産及び農産物の生産に関す

る調査、研究、開発 

12.～17. （現行どおり） 

 

（削 除） 

 

 

 

（単元株式数） 

第 8条 当会社の単元株式数は、全部の種類の

株式につき、100 株とする。 

（削 除） 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第 9条 当会社の株主は、その有する単元未満

株式について、次に掲げる権利以外の

権利を行使することができない。 

 

(1)～(3)  （現行どおり） 

 

（株式取扱規程） 

第 10 条     （現行どおり） 

 

（株主名簿管理人） 

第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定める。

３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿

の作成並びに備置きその他の株主名簿

及び新株予約権原簿に関する事務は、

株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取扱わない。 

 

 

 

（無議決権株主） 

第 12 条   （現行どおり） 
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現  行  定  款 変    更    案 

（優先配当） 

第 14 条 当会社は、第 52 条に定める剰余金の

配当を行うときは、優先株主または優

先株式の登録株式質権者（以下、優先

株質権者という。）に対し、普通株式

を有する株主（以下、普通株主とい 

う。）または普通株式の登録株式質権

者（以下、普通株質権者という。）に

先立ち、優先株 1株につき払込金額に

100 分の 10 を乗じた金額を、各事業 

年度における上限として、発行に際し

て取締役会で決める額の剰余金（以 

下、優先配当金という。）を支払うも

のとする。ただし、当該事業年度にお

いて次条に定める優先中間配当金を 

支払ったときは、その金額を控除した

額とする。 

2.～4.  （記載省略） 

5．B 種株主または B種質権者に対して 

は、優先配当金の額を超えて配当を行

わない。ただし、普通株主または普通

株質権者が受ける第 52 条に定める剰

余金（第 53 条に定める中間配当金を

含む。）が優先配当金（優先中間配当

金を含む。）を超えるときは、B種株 

主または B種質権者に対してこれと 

等しい配当を行う。 

 

（優先中間配当金） 

第 15 条 当会社は、第 53 条に定める中間配当

を行うときは、優先株主または優先株

質権者に対して普通株主または普通 

株質権者に先立ち、優先株式 1株につ

き優先配当金の上限の2分の1を限度

として、取締役会の決議で定める金額

（以下、優先中間配当金という。）を

支払う。 

 

第 16 条～第 26 条 （記載省略） 

 

（種類株主総会） 

第 27 条 第 23 条、第 24 条及び第 26 条の規定

は、種類株主総会にこれを準用する。

 

第 28 条～第 55 条 （記載省略） 

（優先配当） 

第 13 条 当会社は、第 51 条に定める剰余金の

配当を行うときは、優先株主または優

先株式の登録株式質権者（以下、優先

株質権者という。）に対し、普通株式

を有する株主（以下、普通株主とい 

う。）または普通株式の登録株式質権

者（以下、普通株質権者という。）に

先立ち、優先株 1株につき払込金額に

100 分の 10 を乗じた金額を、各事業 

年度における上限として、発行に際し

て取締役会で決める額の剰余金（以 

下、優先配当金という。）を支払うも

のとする。ただし、当該事業年度にお

いて次条に定める優先中間配当金を 

支払ったときは、その金額を控除した

額とする。 

2.～4.  （記載省略） 

5．B 種株主または B種質権者に対して 

は、優先配当金の額を超えて配当を行

わない。ただし、普通株主または普通

株質権者が受ける第 51 条に定める剰

余金（第 52 条に定める中間配当金を

含む。）が優先配当金（優先中間配当

金を含む。）を超えるときは、B種株 

主または B種質権者に対してこれと 

等しい配当を行う。 

 

（優先中間配当金） 

第 14 条 当会社は、第 52 条に定める中間配当

を行うときは、優先株主または優先株

質権者に対して普通株主または普通 

株質権者に先立ち、優先株式 1株につ

き優先配当金の上限の2分の1を限度

として、取締役会の決議で定める金額

（以下、優先中間配当金という。）を

支払う。 

 

第 15 条～第 25 条 （記載省略） 

 

（種類株主総会） 

第 26 条 第 22 条、第 23 条及び第 25 条の規定

は、種類株主総会にこれを準用する。

 

第 27 条～第 54 条 （記載省略） 

 
３. 日程 

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 22 年 10 月 28 日（木曜日） 

定款変更の効力発生日 平成 22 年 10 月 28 日（木曜日） 

以上 


